
配付金額 １人当たり １万円
配付時期(見込み) 令和８年３月頃
使用期限 令和８年12月末まで

１人当たり １万円
令和８年３月から

令和８年12月末まで

米原スマイル応援ギフトカード事業〔市民のくらし緊急対策（物価高騰対策）〕

物価高騰の影響を受けている市民のくらしを経済的に応援するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を
活用し、食料品の購入をはじめ日常生活での支出に使用できるギフトカードを市民全員に配付します。

対象者
(１) 令和８年１月１日時点で米原市に住民登録がある市民
(２)  (１)の児童であって、令和８年１月２日以降３月31日までに生まれ、出生から引き続き米原市に住民登録がある児童

全市民 計 約36,600人

ギフトカードの概要と特徴

国内750万店舗、世界1.3億店舗以上の
Visa加盟店で使用可能な使い切り型プリペイドカード
VISAカードが使える店舗なら基本的にどこでも使用可
能（スーパー、ドラッグストア等の実店舗に加え、ECサイト
でも使用可能）

アプリのダウンロードや事前登録は一切不要
期限までに使用されなかった残額は返金（無効化）を
受けることができるため、無駄な予算執行を防止
使用店舗、金額、日時などのデータ取得が可能である
ため、施策効果の可視化が可能
カードは任意のタイミングで有効化できる仕組みであ
るため、発送作業時の金券管理のリスクを低減

ポイント

▪国の物価高対応の趣旨を踏まえ、食料品の物価高騰の
影響を受ける生活者支援

▪より多くの市民に平等に行き渡る支援策

▪できる限り迅速に全ての市民の手元に届けられる

▪シンプルで市民が利用しやすい仕組みとする


